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区分 概要 

１．個別検討事項 輸出入申告に係る項目の見直しを図ることとする。 

２．対象手続き 
ＮＡＣＣＳにおける輸出入手続きの基幹業務である、 
「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務 
「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務 
及び必要に応じて、その他の輸出入関連手続きに対して項目の見直しを図る。 

３．概要 
輸出入申告における申告者等の利便性向上、及び税関のよりきめ細やかな通関
時審査等を実現する観点から、新規項目の追加、既存項目の見直し、及びこれ
に伴う出力帳票（許可書・申告控等）の見直しを図ることとする。 

４．その他 ＥＤＡ業務、ＩＤＡ業務以外の輸出入関連手続きに係る対象業務の要否、及び
項目の見直し要否等については今後決定する。 

１．輸出入申告における入出力項目の見直しの概要（第11回WG提示済み） 
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２．輸出申告等における入出力項目の見直し  ※ＥＤＡ業務等の入出力項目の見直し 
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項番 共通部 
欄部 項目名 概要・理由 

１ 共通部 荷主リファレンスナンバー 
荷主セクションコード 

輸出許可情報を輸出者側の社内において整理等に利用可能とする 
利便性向上の観点から、左記項目を追加する。 

２－①新規項目追加 

項番 共通部 
欄部 

見直し 
内容 項目名 概要・理由 

１ 共通部 入出力項目 
の非表示 ＡＷＢ番号 

第10回WG「海上システムで航空貨物を扱う機能の廃止」に伴い
海上のＥＤＡ業務における当該項目を非表示。 
※許可内容変更申請（ＥＡＡ、ＵＡＡ）業務は海上貨物から航空
貨物への積替えを可能とするため、見直しの対象外とする。 

２－②既存項目の見直し 

（ＥＤＡ共通部の下部） 

（輸出許可通知書共通部の下部） 



３．輸入申告等における入出力項目の見直し  ※ＩＤＡ業務等の入出力項目の見直し 
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項番 共通部 
欄部 項目名 概要・理由 

１ 共通部 荷主リファレンスナンバー 
荷主セクションコード 

輸入許可情報を輸入者側の社内において整理等に利用可能とす
る利便性向上の観点から、左記項目を追加する。 

２ 共通部 蔵置料金請求先 利便性向上の観点から、保税蔵置場の利用料金請求先の利用者
コードを入力する項目として追加する。（航空のみ） 

３－① 新規項目追加 

項番 共通部 
欄部 

見直し 
内容 項目名 概要・理由 

１ 共通部 桁数増 包括保険番号 サブWG「損害保険業務のシステム化」に伴い、入
力可能な桁数を現状の６桁から８桁に増やす。 

３－②既存項目の見直し 

（ＩＤＡ共通部の下部） 

(輸入許可通知書の下部） 



４．原産地証明書識別の４桁化 
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原産地証明書識別コード体系 

※「Ｏ（オー）」以外は、提出猶予申請を行う場合を含む 

原産地（申告）種別 
ＷＫ 国定・ＷＴＯ協定 

ＧＳ 一般特恵 

ＳＧ 日シンガポール経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＭＸ 日メキシコ経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＭＹ 日マレーシア経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＰＨ 日フィリピン経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＣＬ 日チリ経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＴＨ 日タイ経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＢＮ 日ブルネイ経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＩＤ 日インドネシア経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＶＮ 日ベトナム経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＣＨ 日スイス経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＩＮ 日インド包括的経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＰＥ 日ペルー経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＡＵ 日オーストラリア経済連携協定（ＥＰＡ） 

ＡＳ 日アセアン包括的経済連携協定（ＥＰＡ） 

原産地証明者等区分 
Ｔ 輸出国当局が発給した原産地証明書（第三者証明） 

Ａ 認定輸出者による自己証明（原産地申告） 

Ｐ 製造者による原産品申告書 

Ｅ 輸出者による原産品申告書 

Ｉ 輸入者による原産品申告書 

Ｏ 原産地証明書等の提出が不要な場合 

「貨物の種類」については、次ページ参照 

 輸入申告等の入力項目となっている「原産地証明書識別」欄については、現行ＮＡＣＣＳにおいては１桁
で運用しているが、今後のコードの枯渇に対応するため、次期（第６次）ＮＡＣＣＳでは４桁化する方向で
仕様検討を進めているところである。（第11回WGにおいて提案済） 
具体的なコード体系については以下のとおり。 

原産地証明書識別（４桁）の体系 ＝ 原産地（申告）種別（２桁）＋ 原産地証明者等区分（１桁）＋ 貨物の種類（１桁） 



４．原産地証明書識別の４桁化 
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※ＣＯ等：原産地証明書又は原産品申告書 

貨物の種類 

一
般
特
恵 

Ａ 自国関与品（暫定令26条第２項該当）で、かつ、累積（暫定令26条第３項）適用【ＣＯ等、自国関与証明書及び累積加工製造証明書を提出】 

Ｊ 自国関与品（暫定令26条第２項該当）で、かつ、累積（暫定令26条第３項）非適用【ＣＯ等及び自国関与証明書を提出】 

Ｂ 自国関与品（暫定令26条第２項該当）以外で、かつ、累積（暫定令26条第３項）適用【ＣＯ等及び累積加工製造証明書を提出】 

Ｐ 自国関与品（暫定令26条第２項該当）以外で、かつ、累積（暫定令26条第３項）非適用【ＣＯ等を提出】 

Ｃ 税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物【ＣＯ等提出なし】 

Ｔ 少額貨物扱い【ＣＯ等提出なし】 

Ｍ 特恵用原産地証明書の提出猶予申請を行う貨物 

Ｅ
Ｐ
Ａ 

１ ＥＰＡ関税割当品目で、ＥＰＡ関割証明書及び原産地証明書（若しくは原産品申告書）の提出があるもの【ＥＰＡ関割証明書及びＣＯ等を提出】 

２ ＥＰＡ関税割当品目でＥＰＡ関割証明書があり、少額扱い貨物【ＥＰＡ関割証明書提出、ＣＯ等提出なし】 

３ ＥＰＡ関税割当品目で、税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物【ＥＰＡ関割証明書提出、ＣＯ等提出なし】 

４ ＥＰＡに基づく原産地証明書（若しくは原産品申告書）の提出がある貨物【ＣＯ等を提出】 

５ 少額扱い貨物【ＣＯ等提出なし】 

６ 税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物【ＣＯ等提出なし】 

７ ＥＰＡに基づく原産地証明書（若しくは原産品申告書）の提出猶予申請を行う貨物 

国
定 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定 

Ｇ 協定用原産地証明書の提出がある貨物【ＣＯ等を提出】 

Ｒ 貨物、インボイス等により原産地が確認できる貨物【ＣＯ等提出なし】 

Ｓ 輸入割当等公表告示三－８に規定する原産地証明書がある貨物【ＣＯ等を提出】 

Ｎ 原産地が確認できない貨物【ＣＯ等提出なし】 
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